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ⅠⅠⅠⅠ    ははははじめにじめにじめにじめに 

北栄町の国民健康保険は、医療費の年々増加などにより、財政的に極めて厳しい状況が続

いています。平成 25 年度には４年ぶりの税率改正を行うと伴に、一般会計からの補てんを

行い、平成 26 年度においては、税率は据え置き、一般会計からの補てんを行うことによっ

て会計の収支を維持してきました。 

  国民健康保険制度は、国民皆保険体制を維持していく上で重要な役割を果たしており、国

保財政の健全な運営、国保加入者の健康維持のために、平成 27 年度において以下に定める

取り組み方針に基づいて事務・事業を実施することとします。 

 

ⅡⅡⅡⅡ    取り組み方針取り組み方針取り組み方針取り組み方針 

１ 保険税率の改正 

   国保会計においては財源不足が続き、平成 22 年度から一般会計による赤字補てん繰

入を続けてきました。その繰入金も多額になるとの見込みから、平成 25 年度において

は税率改正を行いました。 

   平成 27 年度は、財源不足が見込まれますが、被保険者の負担増を考慮し、税率の改

定は行わず、一般会計からの補てんを行うこととしました。 

 

【税率の推移】 

区   分 H21 H22 H23 H24 H25 H26 
H27 

 

医

療

分

 

所得割（％） 5.19 → → → 5.62 → → 

資産割（％） 23.30 → → → 24.8 
→ → 

均等割（円） 22,800 → → → 24,800 
→ → 

平等割（円） 19,600 → → → 23,400 
→ → 

限度額（円） → 500,000 510,000 → → → 520,000 

 

後

期

高

齢

者

分

 

所得割（％） 1.81 → → → → → → 

資産割（％） → → → → → → → 

均等割（円） 7,600 → → → → → → 

平等割（円） 7,200 → → → → → → 

限度額（円） → 130,000 140,000 → → 160,000 170,000 

 

介

護

分

 

所得割（％） 1.15 → → → 1.36 
→ → 

資産割（％） 7.80 → → → 8.00 
→ → 

均等割（円） 8,000 → → → 8,200 
→ → 

平等割（円） 5,600 → → → 5,800 
→ → 

限度額（円） 100,000 → 120,000 → → 140,000 160,000 
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２ 保険税収納率向上の取り組み 

(1)滞納整理の強化 

 税務課を中心に以下のとおりさまざまな取り組みを実施しながら、滞納整理の強化を

図ってきました。結果、徴収率は県内でトップクラスを維持しており、平成 27 年度も

これまでの手法を継続し、高い収納率の維持・向上を目指します。 

・納付相談等の実施：催告書の送付、臨戸訪問、納付相談の実施 

・町税等滞納整理対策本部の設置：保育料、上下水道料金、家賃などの徴収部署が 

連携して徴収を実施 

・徴収月間の設定：管理職を動員し徴収班を編成しての夜間訪問徴収の実施、夜間電話

催促の実施 

・徴収の委託：長期滞納者について鳥取中部ふるさと広域連合に徴収を委託 

・差し押さえ等の実施：財産調査の実施後、財産差し押さえ、公売等の実施 

 

(2)口座振替等の納付の推進 

  窓口における国保加入手続きの際や臨戸訪問時に口座振替を勧奨したり、コンビニ収

納を推進したりしてきました。今年度も継続して、口座振替、コンビニ納付を推進しま

す。 

 

(3)短期被保険者証等の交付 

  保険税滞納者のうち、納付相談を実施したり納付計画に基づいた納付を行っている場

合などには短期被保険者証を交付し収納率の向上を図り、また悪質な滞納者へは税の公

平負担の観点から被保険者資格証明書を交付してきました。今年度も引き続き、短期被

保険者証（1 か月、3 か月、6 か月）、被保険者資格証明書を交付し、収納率向上を目指

します。 

 

３ 適用適正化への取り組み 

(1)未適用者の防止 

    社会保険等の資格喪失者については、早期に国保加入を行うよう啓発を行い、資格を

遡及して適用させる必要が生じたときは、給付等に係る事項の取扱いに留意しながら、

国保税について遡及して適正に賦課することが必要です。この趣旨にのっとり、平成 27

年度も継続して事務を行います。 

 

(2)退職者被保険者の適用 

厚生年金や共済年金を受けている方で年金加入期間が 20 年以上、もしくは 40 歳以降

で 10 年以上の加入期間がある方は、退職者医療制度で医療を受診することができます。

その際の保険給付に対しては被用者保険等からの拠出金が交付されるため、退職者医療

制度への適用をすることにより国保財政の負担軽減が図れます。 

これまで退職被保険者適用の適正化については、加入手続き時の聞き取りにより、ま

た社会保険庁から提供される年金受給者リストの活用により早期の把握に努めてきま

したが、今年度も引き続き適用の適正化に努めます。 

 

(3)資格喪失後受診への対応 



 

- 3 - 

  社会保険等に加入した後でも国民健康保険で受診する「資格喪失後受診」は、本来医

療保険者が支払うべき保険給付費を本町の国保が支払うことになるため、資格喪失後の

受診をなくすことが医療費適正化への取り組みとなります。 

    資格喪失後の保険証の回収、また、国保資格喪失後受診に対する保険給付費の返還請

求について、平成 27 年度も同様に、適正に対応します。なお、保険給付費の返還につ

いては平成 27 年 1 月から保険者間での調整が可能となったため、事務処理を円滑に進

めることができるようになる予定です。 

 

４ 医療費適正化への取り組み 

(1)レセプト点検の充実 

診療報酬を適正に支払うために、レセプトの確実な点検が重要になっています。平成

27 年度も引き続き、一層の点検強化を図るためレセプト点検員を県や国保連合会主催の

研修会へ派遣し、点検員の資質向上を行います。 

 

(2)特定健診・特定保健指導 

平成 20 年 4 月から、国保の 40 歳以上の加入者を対象にメタボリックシンドロームに

着目した健康診査及び保健指導（特定保健指導）の実施が義務付けられました。 

受診率向上に向けて、町報、告知放送等を活用し周知を行うとともに、自治会の協力

を得て、自治会放送やポスター掲示を行ってきました。また、未受診者に対する個別

通知の送付、日曜健診の導入などを実施してきましたが、平成 26 年度の受診率は、

33.9％になる見込みとなり、目標値である 40%に比べ低い受診率となっています。 

平成 27 年度については、これまで実施してきた広報、日曜健診、未受診者対策とし

ての受診勧奨通知を継続実施し、受診率向上を目指します。 

 

（3）健康づくり事業との連携 

住民の健康は、医療費の減少につながります。毎年度、健康づくりのため健診結果等

に基づく保健師等による訪問、栄養士及び各地区の食生活改善推進員による伝達講習、

健康サポーター、各自治会の健康推進員との連携によるいきいき健康講座などを実施し

てきました。 

    保健指導においては、平成 27 年度も引き続き、新規の人工透析患者を予防する

ため、特定健診受診者で血糖が高い者の保健指導を実施し、糖尿病の重症化を防ぐ

取り組みを行います。 

    健診受診率向上に向けた取り組みとして、平成 26 年度には、「健康ほくえい計画」

に定める「健康診査の充実」を目指し、町の行っている健康診査の受診率向上を目的に、

「健診受診率向上に向けた施策検討会」を立ち上げ、商工会、ＪＡ、農業生産者などの

町内関係機関の代表者との意見交換を行い、今後の具体的な取り組みについて協議を行

ってきました。 

この検討会での意見をもとに、平成 27 年度には、「健診受診率向上のための自治会

表彰」事業を実施し、特定健診、大腸がん検診の受診率の向上を意識していただき、健

康意識の向上、病気の予防・早期発見早期治療を推進し、町民の健康的な生活の維持増

進を目指します。 

また、平成 27 年 2 月 13 日に、協会けんぽ鳥取支部と「北栄町民の健康づくり事業に

関する包括連携協定」を締結しました。保険者の枠を超えて啓発・広報・受診勧奨を実
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施することにより、健診を受けやすい体制を整えます。そして、それぞれの持っている

医療費や健診のデータを突合し、連携して健康づくり事業を実施していくことで、住民

のより一層の健康増進を図っていきます。 

 

  （4）国保データーベース（ＫＤＢ）の活用 

国保データーベース（ＫＤＢ）を活用し、地域の健康課題や医療費の把握を行い、

医療と健診結果を重層的に分析するなど、効果的な保健指導に活用していきます。 

 

 (5)ジェネリック医薬費  

 ジェネリック医薬品は、平均的に先発医薬品の半額であり、医療費にかかる薬剤費抑

制につながります。これまで町報等によりジェネリック医薬品についての情報提供を行

ってきたほか、『ジェネリック医薬品希望カード』を加入等の窓口手続き時や特定健診

受診時に配布し、使用普及の啓発を行ってきました。 

平成 27 年度も継続した啓発事業としてジェネリック希望シールを配布するほか、ジ

ェネリック医薬品に切り替えた場合の医療費差額通知を年 2 回行い、医療費（薬剤費）

の削減につなげます。 

     発送月 8 月、1 月（調査はその前月） 

     対象者 35 歳以上で、薬代の自己負担額が 300 円以上抑制できる方 

 

(6)医療費通知 

医療費通知には、受診者にコスト意識を持っていただくことや、制度に対する正しい

知識の習得、医療機関の不正請求等の抑制効果を期待し、年間 6 診療月分の通知を行っ

ています。 

平成 27年度も引き続き2診療月分を1回の通知で行う方法で医療費通知を行います。 

 

(7)第三者行為の適正処理 

交通事故やけんか等、第三者の行為が原因で治療を受ける場合、本来は加害者が治療

費を負担すべきもので、国保が負担すべきものではありません。二重給付や不正給付を

防止するためにも、速やかに事実関係を調査し、適正な事務処理を積極的に行う必要が

あります。 

今年度も、国保総合システムを有効に活用し、レセプトからの第三者行為の発見に努

めます。 

 

５ その他の取り組み 

(1)広報 

町民に国保のしくみ、財政状況、事業内容等の周知を図り、関心・理解を深めていた

だくため、次の媒体を利用し広報を行います。 

・町報の活用、ケーブルテレビの活用、ホームページの活用 

 

  (2)職場研修の充実 

    国・県等で開催される国保研修に積極的に参加し、職員等として必要な制度改正等に

対応できる能力を習得します。 
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参考資料 

                      ※単位は千円、平成 26 年度はすべて見込み値 

 

１ 国民健康保険事業特別会計 決算額の推移 

   （歳入） 

歳   入 

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 

決算額 構成比 決算額 構成比 決算額 構成比 決算額 構成比 

国保税 

補助金・交付金 

繰越金 

基金取り崩し 

その他収入 

（うち赤字補填繰入） 

446,316 

1,271,076 

609 

0 

119,075 

(11,000) 

24.3% 

69.2% 

0.0% 

-  

6.5% 

(0.6%)

440,282 

1,293,913 

1,936 

0 

142,773 

(44,000) 

23.4% 

68.9% 

0.1% 

-  

7.6% 

(2.3%) 

461,748 

1,378,220 

1,689 

0 

139,525 

(33,000) 

23.3% 

69.6% 

0.1% 

-  

7.0% 

(1.7%) 

453,489 

1,224,307 

3,012 

0 

264,050 

(142,821) 

23.3% 

63.0% 

0.2% 

-  

13.6% 

(7.3%) 

歳入決算額 1,837,076 100.0% 1,878,904 100.0% 1,981,182 100.0% 1,944,858 100.0% 

   （歳出） 

歳   出 

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 

決算額 構成比 決算額 構成比 決算額 構成比 決算額 構成比 

保険給付費 

拠出金・納付金 

その他支出 

1,229,283 

541,000 

81,018 

66.4% 

29.2% 

4.4% 

1,242,576 

589,136 

45,504 

66.2% 

31.4% 

2.4% 

1,342,201 

594,280 

41,689 

67.9% 

30.0% 

2.1% 

1,283,061 

587,929 

73,868 

66.0% 

30.2% 

3.8% 

歳出決算額 1,851,301 100.0% 1,877,216 100.0% 1,978,170 100.0% 1,944,858 100.0% 

 

２ 国民健康保険税の推移 

区分 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

現年分 

調定額 445,005 437,457 462,253 446,028 

収入額 434,055 427,431 452,391 432,647 

収納率 97.5% 97.7% 97.9% 97.0% 

滞納分 

調定額 48,835 44,712 39,106 38,390 

収入額 12,261 12,851 9,357 9,925 

収納率 25.1% 28.7% 23.9% 25.8% 

合計 

調定額 493,840 482,169 501,359 485,418 

収入率 446,316 440,282 461,748 442,572 

収納率 90.4% 91.3% 92.1% 91.2% 

 

３ 特定健診等の目標（国）と実績 

項   目 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 

健診受診率 

目標 60% 65% 40% 40% 

実績 33.8% 34.8% 35.9% 33.9% 

指導実施率 

目標 40% 45% 25% 25% 

実績 21.2% 11.2% 15.9%） （  %） 

 


